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２．仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

（●：適用する　　○：適用しない）

共通特記仕様書

１．この共通特記仕様書は、公益財団法人とちぎ建設技術センターが発注する工事に係る工事請負契約書及び設計図書の内容について、
統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行を図るものである。

項　目 事 項

●

1

2

3

週休2日制工事 ○ 1

● 2

本工事は、余裕期間設定工事である。

次に示す余裕期間設定工事実施要領のほか、以下の事項を参考とすること。

実施要領URL（県HP) https://www.pref.tochigi.lg.jp/h01/pref/nyuusatsu/koukyou/documents/20250325142051.pdf

主任技術者又は監理技術者の専任期間等

工期

ＣＯＲＩＮＳへの登録（栃木県土木工事共通仕様書　1-1-5CORINSへの登録）

　本工事は「栃木県県土整備部週休２日制工事実施要領」に基づく工事である。（発注者指定型）

要領URL：県HP https://www.pref.tochigi.lg.jp/h02/pref/shuukyuu/documents/20241129113837.pdf

余裕期間設定工事

　ＣＯＲＩＮＳへの登録は、契約後１０日以内（土日祝日を除く。）に行うこと。
　また、技術者の従事期間は、実工期の期間（契約書に記載されている工期）をもって登録すること。（余裕期間
を含まないことに留意する。）

　本工事は「栃木県県土整備部週休２日制工事実施要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施
できる工事である。（受注者希望型）

(1)契約締結日の翌日から工事着手日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置は要
さない。
(2)工事着手日から工事目的物引渡し日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要する。
(3)工事着手日から現場着手日の前日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始
されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要さない。
(4)事務手続き及び後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場で
の専任を要さない。
(5)工事完成後、工事目的物の引渡し日までの期間については、原則、主任技術者又は監理技術者の工事現場
での専任を要さない。

　本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うこ
とができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限日までの間（工事着手ができない期
間を除く）で、受注者は工事着手日を任意に設定することができる。
　なお、受注者は、契約を締結するまでの間に、余裕期間設定工事試行要領で定める「工事着手通知書（別記
様式）」により、発注者へ工事着手日を通知すること。
　余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者の配置は要さない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行う
ことはできるが、測量、資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行うことはできない。
　なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責任により行うことになる。

工事着手期限：契約締結日の翌日から起算して３０日を経過する日の翌日まで





工事名

図面名 原宿ポンプ場

平面図

原宿ポンプ場　外　機械設備修繕工事 
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原宿マンホールポンプ工事箇所











工事名 原宿ポンプ場　外　機械設備修繕工事 

図面名 №1次亜塩素酸ソーダ貯留槽

工事(設置)箇所

№1次亜塩素酸ソーダ貯留槽

工事(設置)箇所：接触棟
















